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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   49/00     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月5日(2017.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者における胃腸症状の源、タイプ、場所、および原因を判定するための経口硫酸塩溶
液であって、
　患者の胃腸管からその内容物を瀉下しかつカプセル内視鏡の通過時間を短縮させるのに
有効な量で、カプセル内視鏡の摂取前もしくは摂取と同時に、またはカプセル内視鏡の摂
取前および摂取後に、またはカプセル内視鏡の摂取と同時および摂取後に、患者に投与さ
れるように用いられ、
　経口硫酸塩溶液はカプセル内視鏡の胃腸管の中を通過する移動の通過速度エンハンサー
であり、かつ該溶液は、無機硫酸塩の形態で０．００９６ｇ／ｍｌ～０．５０ｇ／ｍｌの
硫酸塩を含み、経口硫酸塩溶液中の硫酸塩はリン酸塩を含有せず、
　カプセル内視鏡が患者の胃腸管を通過する際に、カプセル内視鏡が、胃腸症状の源、タ
イプ、場所、および原因を示すデータを伝達する、経口硫酸塩溶液。
【請求項２】
　経口硫酸塩溶液中の硫酸塩が、硫酸マグネシウム、硫酸ナトリウム、および／または硫
酸カリウムを含む、請求項１記載の経口硫酸塩溶液。
【請求項３】
　経口硫酸塩溶液中の硫酸塩が、硫酸マグネシウム、硫酸ナトリウム、および硫酸カリウ
ムを含む、請求項２記載の経口硫酸塩溶液。
【請求項４】
　０．００９５ｇ／ｍｌ～０．０３８ｇ／ｍｌのナトリウム、０．００２ｇ／ｍｌ～０．
００９ｇ／ｍｌのカリウム、０．０００５ｇ／ｍｌ～０．０５ｇ／ｍｌのマグネシウム、
および０．０２ｇ／ｍｌ～０．１ｇ／ｍｌの硫酸塩を含む、請求項３記載の経口硫酸塩溶
液。
【請求項５】
　１５ｍｌ～１０００ｍｌの経口硫酸塩溶液が投与されるように用いられる、請求項１記
載の経口硫酸塩溶液。
【請求項６】
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　カプセル内視鏡の摂取と同時に投与されるように用いられる、請求項１記載の経口硫酸
塩溶液。
【請求項７】
　カプセル内視鏡の摂取と同時および摂取後に投与されるように用いられる、請求項１記
載の経口硫酸塩溶液。
【請求項８】
　カプセル内視鏡の摂取前に複数回投与されるように用いられる、請求項１記載の経口硫
酸塩溶液。
【請求項９】
　経口硫酸塩溶液およびカプセル内視鏡の投与前に浸透圧性緩下剤が投与されるように用
いられる、請求項１記載の経口硫酸塩溶液。
【請求項１０】
　胃腸症状が、出血、潰瘍、ポリープ、病変、前癌性病変、癌、憩室炎、または、クロー
ン病、大腸炎、もしくは潰瘍性大腸炎などの炎症性障害である、請求項１記載の経口硫酸
塩溶液。
【請求項１１】
　患者における胃腸症状の源、タイプ、場所、および原因を判定するための経口硫酸塩組
成物であって、
　患者の胃腸管からその内容物を瀉下しかつカプセル内視鏡の通過時間を短縮させるのに
有効な量で、カプセル内視鏡の摂取前もしくは摂取と同時に、またはカプセル内視鏡の摂
取前および摂取後に、またはカプセル内視鏡の摂取と同時および摂取後に、患者に投与さ
れるように用いられ、
　経口硫酸塩組成物はカプセル内視鏡の胃腸管の中を通過する移動の通過速度エンハンサ
ーであり、かつ該組成物は、無機硫酸塩の形態で０．００９６ｇ／ｍｌ～０．５０ｇ／ｍ
ｌの硫酸塩を含み、経口硫酸塩組成物中の硫酸塩はリン酸塩を含有せず、
　カプセル内視鏡が患者の胃腸管を通過する際に、カプセル内視鏡が、胃腸症状の源、タ
イプ、場所、および原因を示すデータを伝達する、経口硫酸塩組成物。
【請求項１２】
　経口硫酸塩組成物中の硫酸塩が、硫酸マグネシウム、硫酸ナトリウム、および／または
硫酸カリウムを含む、請求項１１記載の経口硫酸塩組成物。
【請求項１３】
　経口硫酸塩組成物中の硫酸塩が、硫酸マグネシウム、硫酸ナトリウム、および硫酸カリ
ウムを含む、請求項１２記載の経口硫酸塩組成物。
【請求項１４】
　硫酸塩が、０．００９５ｇ／ｍｌ～０．０３８ｇ／ｍｌのナトリウム、０．００２ｇ／
ｍｌ～０．００９ｇ／ｍｌのカリウム、０．０００５ｇ／ｍｌ～０．０５ｇ／ｍｌのマグ
ネシウム、および０．０２ｇ／ｍｌ～０．１ｇ／ｍｌの硫酸塩を含む、請求項１３記載の
経口硫酸塩組成物。
【請求項１５】
　１５ｍｌの経口硫酸塩組成物が投与されるように用いられる、請求項１１記載の経口硫
酸塩組成物。
【請求項１６】
　カプセル内視鏡の摂取と同時に投与されるように用いられる、請求項１１記載の経口硫
酸塩組成物。
【請求項１７】
　カプセル内視鏡の摂取前に投与されるように用いられる、請求項１１記載の経口硫酸塩
組成物。
【請求項１８】
　カプセル内視鏡の摂取前に複数回摂取されるように用いられる、請求項１１記載の経口
硫酸塩組成物。
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【請求項１９】
　経口硫酸塩組成物およびカプセル内視鏡の投与前に浸透圧性緩下剤が投与されるように
用いられる、請求項１１記載の経口硫酸塩組成物。
【請求項２０】
　胃腸症状が、出血、潰瘍、ポリープ、病変、前癌性病変、癌、憩室炎、または、クロー
ン病、大腸炎、もしくは潰瘍性大腸炎などの炎症性障害である、請求項１１記載の経口硫
酸塩組成物。
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